
最高裁秘書第519号

令和4年3月4日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

， 最高裁判所事務総長中村

司法行政文書開示通知書

1月31日付け（2月2日受付、第030933号）で申出のありました司法行

政文書の開示について、下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

既済事件一覧表（片面で4枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には、個人識別情報（当事者の氏名等） 、公にすることにより法人等

の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報（法人等の名

称等）及び公にすることにより裁判事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

る情報が記載されており、これらの情報は、行政機関情報公開法第5条第1号、

第2号イ及び第6号に定める不開示情報に相当することから、 これらの情報が記

載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室） 電話03 （4233） 5240 （直通）



日付：令和4年2月8日
◆

ページ： 1/4
既済事件一覧表 集計期間 令和3年12月1日～ 令和3年12月31日

番号 法廷 I主任裁判官主拝鯛杏官 終局区分 ｜憲法l少数事件番号
一

上告人 被上告人 備考 ｜上告受理終局日

1 1第1小法廷安浪亮介 ｜宮崎朋紀 |令3年(ｵ)第107号 R3.12"2 1決定(棄却） □ ■

I

2第1小法廷堺徹 ． 宮崎朋紀令3年(オ)第757号

3第1小法廷深山卓也中嶌諏訪令3年(オ)第825号

4第1小法廷山口厚 堀内元城令3年(オ)第1123号

5第1小法廷安浪亮介前田志織令3年(オ)第1345号

6第1小法廷|山口厚 熊谷大輔令3年(ｵ)第1357号

71第'小法廷|堺撤 宮崎閥紀令3年(ｵ)第'366号
81第2小法廷|菅野博之一藤哲志令3年(ｵ)第135号

3第1小法廷 深山卓也 I中嶌諏訪

71第'小法廷|堺撤 宮崎朋紀

R3･12･2 1決定(棄却） ■ □

決定(棄却）R3．12-2 |■ |■

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R3｡12･2 □
□
｜
□

□
｜
口
一
□

’ R3･12･2

R3･1,2･2

R3．12．2 決定(棄却） □ □

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R3．12･3

R3．12"3

R3．12･3

□
｜
口
一
口
一
□
｜
□
一
口
｜
□

口
一
回
一
口
一
口
一
口
□
｜
□

釧
顧
一
輌
一
鏥
濡
願

廷
廷
廷

法
法
法

小
小
小

２
２
２

第
第
一
第

諭
鯛
一
蹄

守
羅
雁

号
号
号
娼
瘍

５
１
８
５
６

９
６
３
０
０

７
８
９
１
１

第
第
・
第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ
オ

く
く
く
く
く

年
年
年
年
年

３
３
３
３
３

〈
わ
く
や
《
洞
《
祠
〈
詞

９
扣
一
訓
一
枢
一
渦
一
Ｍ

ノ

l
f

’
’
’ R3･12･3

R3s12･3

R3･12･3

R3．12．3

第2小法廷|岡村和美
第2小法廷|三浦守

第2小法廷|草野耕一
第2小法廷|岡村和美

1

岡村和美第2小法廷

1

’

１

号
号
号
号
号

１
３
４
８
８

２
１
５
６
．
７

１
２
２
２
２

１
１
１
１
１

第
第
第
第
第

；
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ
オ

く
く
く
く
く

年
年
年
年
年

３
３
３
３
３

〈
祠
《
洞
今
や
．
く
わ
一
両

決定(棄却）本條裕 R3･12．315 |■ |■

１第2小法廷|菅野博之 川崎 ’
決定(棄却）嘩

一
需
疏
｜
裕

R3･12．316 □ □

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

子

美
之
↑
政
理
政
郎

諦
緬
罪
一
癖
濡
鑑
準
罐
隼

三
岡
菅
三
三
長
渡
長
戸

廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法
法
法
法
法

、
、
、
、
、
、
、
、
、

４
４
〃
４
４
４
川
川
４

２
２
２
２
２
３
３
３
３

第
第
第
第
第
第
第
第
第

７
８
９
０
１
２
３
４
５

１
１
１
２
２
２
２
２
２

第2小法廷|岡村和美

第2小法廷|菅野博之

第2小法廷

第3小法廷

第3小法廷
一

第3小法廷長嶺安政

戸倉三郎

識
順
一
雑

R3･12･3

R3C12･3

ロ
ー
□
｜
□
｜
□

口
一
□
｜
□
｜
□
｜
ロ
ー
□
｜
ロ
ー
□
｜
□

’
R3．12･3

R3．12．3中嶌諏訪

野中.伸子

斗谷匡志

能登謙太郎

貝阿彌亮

堀内元城

罎
碍
号
号

第
第
第
第

』
ｊ
ｊ
ｊ

ｌ
１
４
５

２
３
５
４

８
４
４
４

け
ば
け
ば

》
｜
》
》
》

決定(棄却）R3･12P3

R3･12･7

R3．12"7

R3．12．7

R3..12･7

□

’ 決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

□
｜
□
□
｜
□

ジ

巨
宕
ロ
言

６

６

０

６

０

０

１

１

第
第
〕
ｊ
オ
オ
く
く
年
年
３
３

〈
祠
《
わ

日本政府

国

高鍋町

兵庫県一

国． ’
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終局区分 I憲法少数羊存罫阿菅 備考 上告受理終局日主任囮査官 事件番号番号 法廷
決定(棄却） □｜□R3･12･7訓

癖
癖

号
号
号

７
７
８

３
４
４

１
１
１

１
１
１

第
第
第

１
１
１

吋
け
け

年
年
年

３
３
３

今
祠
今
洞
〈
洞

率
溌
罷

謬
蒋
一
癖

林
一
林
一
林

》
一
》
一
》

26

決定(棄却）

決定(棄却）
□I□
－

□｜□

R3･12･7
－

R3"12n7

”
｜
犯

決定(棄却） □｜□R3･12･7亘
言
芭
宕

３
．
４

５
５
１
１
１
１
第
第
〕
ｊ
オ
オ
く
く
年
年
３
３

今
祠
《
洞

渡邉惠理子 神谷厚毅
↓

第3小法廷29
■ B ロ

決定(棄却） □□R3w12"7R3画12"7渡邉惠理子 神谷厚毅第3小法廷30

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

□
□
｜
□

巴
一
□
｜
□

R3．12･o7

R3･12｡7

R3･12"8

R3･12･8R3･12･8

魂
認
一
鋤

碍
鍔
号
唱
号
号
号
碍
唱
提
唱
唱
樗
景
号
掲
娼
唱
瘍

帽
濁
加
配
“
弱
弘
叩
帽
鏥
幻
諏
諏
諏
躯
杷
杓
魂
犯

１
１
８
１
５
９
９
１
１
１
１
１
１
４
９
１
１
１
１

第
第
第
第
第
第
第
・
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

は
け
一
吋
け
は
け
ば
け
ば
け
け
付
け
ば
ば
け
は
は
け

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３

今
や
く
わ
今
詞
今
や
・
や
《
ア
〈
や
今
や
今
わ
く
わ
《
わ
く
祠
今
詞
今
や
《
覗
今
洞
今
や
く
わ
《
や
く
や

俸
一
匿
岸

錘
認
一
守

蠅
諏
藤

廷
廷
廷

法
法
法

小
小
小

３
３
２

第
第
第

釧
一
魂
一
記

’

’
1

決定(棄却） |■ ■鷹野旭草野耕一341第2小法廷

R3･12･9 1決定(棄却）
R3o.12･9 決定(棄却）

R3．12．9

号十号351第1小法廷|深山卓也|野中伸子
361第1小法廷|山口厚 ｜本條裕

｜
’

決定(棄却）R3･12･9 □ □中嶌諏訪深山卓也廷
廷
法
法
小
小
１
１
第
第

37

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

口
一
口
一
口
｜
□

口
一
口
□
｜
□

R3･12･9

R3・12･9
－－

R3n12｡9

R3"12･9

識
一
華
一
槽
耐

諏
．
緬
溺
一
噸

厚
一
識
詞
一
厚

皿
一
華
魏
一
皿

兜
一
羽
㈹
一
“

廷
廷
廷

法
法
法

小
小
小

１
１

１

第
第
第

決定(棄却）R3．12o9 □ □深山卓也 鷹野旭第1小法廷42

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R3･12･9

R3･12･10

R3･12．10

旧
一
個
両

口
一
口
一
□

霊
一
読
燕

華
筆
露

介
一
一

亮
耕
耕

割
一
議
一
鞭

431第'小法廷
亜~陣不寵
451第2小法廷
一
妬

５４

決定(棄却）R3．12･10 □ □中嶌諏訪第2小法廷 三浦守
①

■
ｒ
α
■
■
日
■
■
ｑ
■

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R3．12･10

R3.'12.10

R3･12･10

R3･12･10

□
一
口
一
□
｜
□

□
｜
□
｜
□
｜
□

詫
一
蝦
一
嘘
一
筆

奉
露
調
一
幸

守
霧
藤
一
守

薙
厩
調
耐

廷
廷
廷
廷

法
法
法
法

小
小
小
小

２
２
２
２
’

第
第
第
第

１
１
｜
‐
面

々
一
躯
鯛
． ’

「

被上告人

国 ．

公立大学法人大阪

国



日付：令和4年2月8日
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既済事件一覧表 集計期間 令和3年12月1日.．～ 令和3年12月31日

終局区分 憲法|多薮備考 上告受理終局日番号 法廷 主任裁判官主任鯛査官
51 1第2小法廷|草野耕一． ｜熊谷大輔

号
窄
鍔
鴫
輯
罎
媚
鰐
．
碍
罎
窄
鳩
嶢
窄
罎

番
帽
”
捌
旭
枢
．
帽
ね
個
個
拠
川
旭
掴
ね

件
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第

事
㈱
㈱
㈱
㈱
㈱
㈱
㈱
ゆ
ゅ
｜
㈱
㈱
㈱
㈱
㈱

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
．
年

３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３

令
令
令
令
令
令
令
令
令
令
令
令
令
令

上告人 薮上告人

R3.12.10 1決定(棄却） 口□

宇賀克也 前田志織 決定(棄却）第3小法廷

蕊不蔑置一

52 R3･ 12･14 □｜□
ロ ロ

長嶺安政

林道晴

渡邉惠理子

渡邉恵理子

長嶺安政

長嶺安政

卿
匪
睡
瞬
一
馴
厩

郡
疏
一
議
一
旭
一
雄
一
旭

決定(棄却）

決定(棄却）

決定〈棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

53 R3･12.14

R3．12Q14

R3.12.14

R3．12･14

R3．12･14

R3．12･14

□
｜
□
□
一
口
一
□
｜
□

□
□
｜
□
｜
ロ
ー
□
｜
□

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

４
５
５
５

弱
一
訂
一
卵

第1小法廷 岡正晶 志村由貴 決定(棄却）59 R3．12b16 ■’ □

601第'小法廷|岡正晶 船所寛生 R3･12･16 1決定(棄却） □□

’草野耕一 堀内元城第2小法廷 決定(棄却）R3．12．1761 □ □

621第2小法廷|草野耕一
631第2小法廷|菅野博之

一藤哲志

中嶌諏訪

R3･12.17決定(棄却） □｜□

R3･12"17. |決定(棄却） □｜□

岡村和美 鷹野旭 R3.12.1ブ 1決定(棄却）第2小法廷64 □ □I

碍
号
６
４
３
７
１
６
第
第
ｊ
７
吋
は
年
年
３
３

吟
Ｐ
伶

き
生
幸
寛
川
所
森
船

・
政
守
安
浦
嶺
三
長
廷
廷
法
法
小
小
２
３
第
第

５
６
６
６ 長嶺安政船所寛生第3小法廷66

R3.12.17決定(棄却） ﾛ｣－口一
決定(棄却）R3･12･21 口

一
口

□

第3小法廷 長嶺安政 船所寛生 号
鍔
瘍
罎
得
得

５
４
５
９
０
２

７
２
２
２
３
３

６
１
１
１
１
１

第
第
第
第
第
第

１
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

付
け
け
ば
け
ば

年
年
年
年
年
年

３
３
３
３
３
３

〈
祠
く
わ
今
詞
今
ア
今
洞
〈
わ

決定(棄却）R3．12．2167 ■

宇賀克也

戸倉三郎

戸倉三郎
一一一一一

戸倉三郎

宇賀克也

宇賀克也

林道晴

長嶺安政

山口厚

|川崎
一

|笹本
一

|川崎

|笹本
L－－－－

|佐野
一

|佐野

|船所
|船所

|家原

錘
諏
一
嘩
一
識
麹
率
一
甦
一
華
一
龍

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法
法
法

、
、
、
、
、
、
、

〃
、
４
〃
〃
４
川
刎

３
３
３
－
３
３
３
３

第
第
第
一
第
第
第
第

兜
開
沁
両
沌
一
沼
一
刺

R3．12･21
－

R3．12･21

□
｜
口
一
口
一
口

口
一
口
一
□
｜
□
｜
□

R3．12．21

－

R3b12Q21

R3･12･21

R3p12621

R3･12．21

R3.12"21

R3･12･23

’
□
一
口
一
口

令3年(オ)第1391号 口
一
□娼

碍
号

２
８
５

４
，
４
３

》
蝦
》
｜

年
年
年

３
３
３

今
ア
今
洞
〈
わ

751第3小法廷
1

761第1小法廷
引_巳
□｜□’

国

国

国

独立行政法人地域医療
機能推進機構

国 ． ．
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ページ9 4/4既済事件一覧表 集計期間 令和3年12月1日～ 令和3年12月31日

憲法少数

□□

□□

□□｜
□□｜
□□

□□

□□

□□

□□｜
□□

□□’

□□

「爾薯王告受理
一一■ ■ヨワ

終局区分

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

主任裁判官

深山卓也・

山口厚

深山卓也

深山卓也・

深山卓也

堺徹

岡正晶

堺徹

岡正晶

堺徹

山口厚

深山卓也

主任鯛査宮

本條裕‘

貝阿彌亮

中嶌諏訪

堀内元城

川崎直也

前田志織

神谷厚毅

和久一彦

川崎直也

宮崎朋紀

船所寛生

熊谷大輔

上告人 被上告人 終局日
R3．12･23

R3o12"23

R3．12．23

R3．12･23

R3･12･23

－

R3"12 o23

R3･12･23

R3･12･23

R3.12.23

R3．12･23

R3･12･23

R3．1.2．23

・ 事件番号., ・
令3年(オ)第1170号

番号． 法廷

771第1小法廷
781第1小法廷

791第1小法廷

801第1小法廷
81 1第1小法廷

821第'小法廷
831第1小法廷

卯一別

a

礦
罎
罎
罎
罎
罎
罎
鳩
罎
禮
罎
窄
暢
罎
蝪
》
幅
罎

幅
幅
鴫

第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
・
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

ｌ
１
２
３
３
３
４
４
４
４
４
４
５
５
０
１
２
３
３
３
３

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
９
１
１
１
１
１
１

》
識
》
》
．
》
》
》
》
》
》
》
》
》
．
》
．
》
》
》
》
》
》
｜
》

I

隠

I廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法

ｊ
ｊ
ｌ
ｌ
１

Ｊ
ノ
ノ
・
ノ
Ｊ

、
、
、
、
、
．

『
Ｉ
二
Ｉ
『
Ｉ
『
Ｉ
ゴ
ー

第
第
第
第
第

４
５
６
７
８

８
８
８
８
８

１
．
１

○
凸
■
二
■
邑
一
■
■
■
且

I

ｂ
ｌ
心
０
８
－ R3.12"23 1決定(棄却）山口厚 和久－彦第1小法廷 ■ |■89

決定(棄却）

決定(移送）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

鋤
．
輌
耐
燕

嬬
彌
一
筆
一
鱸

廷
廷
廷
廷

法
法
法
法

小
小
小
小

１
１
２
２

第
第
第
第

岡正晶

岡正晶

菅野博之

岡村和美

R3｡12｡23

R3．12．23

R3．12．24

R3．12．24

R3｡12･24

R3･12q24

R3･12"24

口
一
□
口
一
□

口
一
□
｜
□
｜
□
’

卯
一
例
一
塊
一
鯛

０
１
Ｉ

管野博之 |笹本寶朗
菅野博之 ｜笹本哲朗

笹本哲朗第2小法廷 □ □94

951第2小法廷1菅野博之 |笹本哲朗
961第2小法廷|岡村和美 ｜笹本･哲朗 引号

】

決定(棄却）971第2小法廷岡村和美 本條裕 R3．12a24 □ |■
ロ

御 R3．12．24 1決定(棄却）981第2小法廷菅野博之 ｜佐野文規 □｜□

l、金井市

賃京都


